
 

 

令和  年  月  日 

（ R   -      ） 

（あて先） 

 

 

 

道路の通行制限について 
 

道路法第46条の規定に基づき、下記のとおり施行することになりましたので通知します。 

記 

通行禁止及び 

制限の場所 

通行禁止及び 

制 限 理 由 
期   間 

通 行 禁 止 

制 限 対 象 
通行に対する処置 

 

金沢市 

  

自 

令和  年  月  日 

 

至 

令和  年  月  日 

 

（うち    日間） 

 

 

１.全車両 

 

２.一部車両 

（    ） 

 

３.歩行者 

 

１.通行止 

終日 

昼間（  時～  時） 

夜間（  時～  時） 
 

２.片側交互通行 

終日 

昼間（  時～  時） 

夜間（  時～  時） 
 

３.車線減少・幅員減少 

終日 

昼間（  時～  時） 

夜間（  時～  時） 
 

４.迂回路 

有  無 
 

５.徐行 
 

６.その他の処置 

※交通誘導員配置 
 

 

工 事 主 管 課 担 当 者 電 話 番 号 請 負 業 者 名 責 任 者 電 話 番 号 

      

 

    添付書類 

・ 位置図 

・ 平面図 

・ 保安施設配置図 

・ その他 


